
喜多方市看護職就学・就労支援事業実施要綱 

 

 （目的）  

第１条 この要綱は、看護人材の育成及び地元定着化の促進を図るため、喜多方市看護職就

学・就労支援事業に関し必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金 前条の目的を達するために、市が支給す

る給付金をいう。 

⑵ 医療機関等 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項に規定する病院若

しくは同条第２項に規定する診療所又は介護保険法（平成９年法律第 123 号）第８条第

１項に規定する居宅サービス事業、同条第 14 項に規定する地域密着型サービス事業、

同条第 25 項に規定する施設サービス事業、同法第８条の２第１項に規定する介護予防

サービス事業若しくは同条第 12 項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う

事業所をいう。 

 ⑶ 看護師 保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第 203 号）第５条に規定する看護師

をいう。 

 ⑷ 准看護師 保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第 203 号）第６条に規定する准看

護師をいう。 

 ⑸ 就学支援対象者 この要綱の施行日から平成 32 年３月 31 日までに喜多方准看護高

等専修学校（以下「准看護学校」という。）に入学した者で、当該入学の日において引

き続き３年以上喜多方市の行政区域内に住所を有している者をいう。 

 ⑹ 看護学校 准看護学校を卒業した者が看護師の資格を得るために進学した場合にお

ける進学先の学校をいう。 

 ⑺ 翌年度内 基準となる日を始点とし、当該基準となる日の翌日から起算して１年を

経過した日以後における最初の３月 31 日を終点とする期間をいう。 

 ⑻ 就労支援対象者 平成 26 年４月１日から平成 32 年３月 31 日までに准看護学校を

卒業した者であって、当該卒業の日を基準として翌年度内（当該卒業の日を基準とし

て翌年度内に看護学校に入学した場合は、当該看護学校を卒業した日を基準として翌

年度内）に喜多方市の行政区域内に所在する医療機関等に就職し、当該医療機関等

（以下「就労医療機関等」という。）に看護師又は准看護師として当該就職の日から

引き続き３年以上勤務（就労医療機関等に就職した日から起算して３年が経過する日

の前に、専ら看護学校への進学のため就労医療機関等を退職した者で、当該看護学校

を卒業後、当該卒業の日を基準として翌年度内に再度同じ就労医療機関等へ就職した

者にあっては、勤務期間を月単位で通算（就職した日の属する月を含み、退職した日



の属する月を含まない。）し、勤務期間が 36 か月となる月の末日までの勤務をもっ

て引き続き３年勤務したものとみなす。）した者をいう。ただし、喜多方市看護職就

学・就労支援事業給付金支給申請の日以前に当該就労医療機関等を退職した者は除

く。 

 ⑼ 市内居住就労支援対象者 就労支援対象者のうち、就労医療機関等に就職した日か

ら起算して１年を経過した日を始点とし、喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金

支給申請日を終点とする期間において、当該期間中継続して喜多方市の行政区域内に

住所を有している者をいう。 

 ⑽ 市外居住就労支援対象者 就労支援対象者のうち、市内居住就労支援対象者以外の

者をいう。 

 ⑾ 就学支援給付金 就学支援対象者に対し支給する喜多方市看護職就学・就労支援事

業給付金をいう。 

⑿ 就労支援給付金 就労支援対象者に対し支給する喜多方市看護職就学・就労支援事

業給付金をいう。 

⒀ 公的身分証明書の提示等 次に掲げるいずれかの書類（有効期限がある書類は有効

期限内のものに限る。）を提示すること又は当該書類の写しを提出することをいう。 

 イ 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書 

 ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類

する書類であって、氏名及び出生の年月日又は住所（以下「個人識別事項」という。）

が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類

の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者である

ことを確認することができるものとして市長が適当と認めるもの 

 ハ イ及びロに掲げる書類の提示又は当該書類の写しの提出を受けることが困難であ

ると認められる場合には、次に掲げる書類のうち２以上の書類 

 (イ)  国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保

険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員

共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶

養手当証書又は特別児童扶養手当証書 

(ロ) (イ)に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他こ

れに類する書類であって市長が適当と認めるもの（個人識別事項が記載されたも

のに限る。）  

 （喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金の支給） 

第３条 市は、就学支援対象者及び就労支援対象者に対し、この要綱の定めるところによ

り、予算の範囲内で喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金を支給する。ただし、喜多

方市看護職就学・就労支援事業給付金の支給は、就学支援給付金及び就労支援給付金につ



き、それぞれ１回限りとする。 

 （喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金の額） 

第４条 前条の規定により支給する喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金の額は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、市長が定める額とす

る。 

 ⑴ 就学支援給付金の額 准看護学校の入学金に相当する額 

 ⑵ 市内在住就労支援対象者に対し支給する就労支援給付金の額 市内在住就労支援対

象者が准看護学校に支払った授業料の総額（ただし、24 か月分を超えて授業料を支払

った場合は、最初の 24 か月分の授業料の総額とする。）の２分の１に相当する額（当該

額に 1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。）  

 ⑶ 市外在住就労支援対象者に対し支給する就労支援給付金の額 市外在住就労支援対

象者が准看護学校に支払った授業料の総額（ただし、24 か月分を超えて授業料を支払

った場合は、最初の 24 か月分の授業料の総額とする。）の３分の１に相当する額（当該

額に 1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。）  

 （申請受付開始日及び申請期限日） 

第５条 就学支援給付金の支給申請受付開始日は、准看護学校に入学した日の翌日とし、申

請期限日は、市長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、当該支給申請受付開始

日から起算して６か月を経過した日とする。 

２ 就労支援給付金の支給申請受付開始日は、就労医療機関等に就職した日から起算して

３年が経過した日の翌日とし、申請期限日は、市長がやむを得ない事情があると認める

場合を除き、当該支給申請受付開始日から起算して６か月を経過した日とする。 

（支給の申請） 

第６条 喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金の支給を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は、喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金申請書兼請求書（様式第１

号。以下「申請書」という。）により申請を行う。 

２ 申請者が就学支援給付金の支給を受けようとするときは、前項の申請書に、次の各号に

掲げる書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 准看護学校に入学した日を確認できる書類 

 ⑵ 准看護学校に入学した日において引き続き３年以上喜多方市の行政区域内に住所を

有していることを確認できる書類（市が住民基本台帳により確認することについて申

請者が同意する場合を除く。） 

 ⑶ 就学支援給付金の支給に係る振込口座がわかる書類  

３ 申請者が就労支援給付金の支給を受けようとするときは、第１項の申請書に、次の各号

に掲げる書類を添付しなければならない。  

 ⑴ 准看護学校を卒業した日を確認できる書類 

 ⑵ 就労医療機関等に勤務した期間を確認できる書類 



 ⑶ 看護学校に入学した日及び看護学校を卒業した日を確認できる書類（看護学校に進

学した者） 

 ⑷ 就労医療機関等に就職した日から起算して１年を経過した日から喜多方市看護職就

学・就労支援事業給付金の申請の日までの期間中継続して喜多方市の行政区域内に住

所を有していることを確認できる書類（市外居住就労支援対象者として支給を申請す

る場合及び市が住民基本台帳等により確認することについて申請者が同意する場合を

除く。） 

 ⑸ 就労支援給付金の支給に係る振込口座がわかる書類 

４ 申請者は、第１項の規定による申請の際、公的身分証明書の提示等により、申請者本人

による申請であることを証するものとする。 

 （代理による申請） 

第７条 申請者に代わり、代理人が喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金の支給の申請

をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状（申請書の委任欄への記載

を含む。）を提出するものとする。この場合、市は、公的身分証明書の提示等を求めるこ

とにより、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。 

２ 市は、申請者が申請日時点において喜多方市の行政区域内に住所を有する場合であっ

て、代理人が申請日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者である場合にあっては、住

民基本台帳により代理権を確認するものとする。 

 （支給の決定） 

第８条 市長は、第６条の規定により申請者から提出された申請書を受理したときは、速や

かに内容を確認の上、支給を決定し、喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金支給決定

通知書（様式第２号）により当該申請者に対し通知し、喜多方市看護職就学・就労支援事

業給付金を支給する。 

２ 喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金の支給方法は、当該申請者が指定した金融機

関の口座に喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金を振り込む方式とする。 

 （給付金の返還） 

第９条 市長は、偽りその他不正な行為により喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金

の支給を受けた者があるときは、その者から支給した金額の全部又は一部を返還させる

ことができる。 

 （受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第 10 条 喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又

は担保に供してはならない。 

 （その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成 28年３月 15 日から施行する。 



様式第１号（第６条関係）

　喜多方市長　様

（申請者）

 昭和 ・ 平成

年 月 日 電話　　　　  　（   　　　）

１　支給を申請する給付金及び支給金額の計算

１　支給を申請する給付金及び支給金額の計算１　支給を申請する給付金及び支給金額の計算

１　支給を申請する給付金及び支給金額の計算

○支給を申請しようとする給付金の「給付の別」欄の□内に○を記入してください。

○支給を申請しようとする給付金の「支給金額の計算の基礎となる額」及び「支給金額」欄にそれぞれ金額を記入してください。

○住所地を確認できる書類の添付に代えて、市の担当者が申請者の住民基本台帳を閲覧することに同意する場合は、同意欄に記入、押印ください。

㊞

２　振込口座

２　振込口座２　振込口座

２　振込口座

３　代理人による申請を行う場合

３　代理人による申請を行う場合３　代理人による申請を行う場合

３　代理人による申請を行う場合

　明治・大正・昭和・平成

年 月 日 電話　　　　　　　（　　　　　　　）

※申請にあたっては、喜多方市看護職就学・就労支援事業実施要綱の内容を確認し、手続きを行ってください。

※申請にあたっては、喜多方市看護職就学・就労支援事業実施要綱の内容を確認し、手続きを行ってください。※申請にあたっては、喜多方市看護職就学・就労支援事業実施要綱の内容を確認し、手続きを行ってください。

※申請にあたっては、喜多方市看護職就学・就労支援事業実施要綱の内容を確認し、手続きを行ってください。

○

○

○

喜多方准看護高等専修学校に入学した日を確

認できる書類

喜多方准看護高等専修学校に入学した日にお

いて引き続き３年以上喜多方市の行政区域内

に住所を有していることを確認できる書類

就学支援給付金の支給に係る振込口座がわか

る書類

同意欄

私は、私の住所地確認のため、市の担当者が私の

住民基本台帳を閲覧することに同意します。

同意した日（同意欄記入日）

平成　　　年　　　月　　　日

申　請　者

③÷３

（千円未満の端数は切捨て）

円

円

円

円

円

円

○

○

○

○

○

喜多方准看護高等専修学校を卒業した日を確

認できる書類

市内の医療機関等に勤務した期間を確認でき

る書類

看護師の資格を取得するため進学した方は、進

学先の学校に入学した日及び同校を卒業した

日を確認できる書類

市内の医療機関等に就職した日（就職から１年

以内の転入でも可）からこの補助金の申請の日

までの期間中継続して喜多方市の行政区域内

に住所を有していることを確認できる書類（市内

在住者に対する就労支援給付金の申請の場

合）

就労支援給付金の支給に係る振込口座がわか

る書類

喜多方市准看護高等専修学校の

入学金の額（①）

喜多方市准看護高等専修学校に

支払った授業料の総額（②）

喜多方市准看護高等専修学校に

支払った授業料の総額（③）

就学支援

就労支援

（市内在住者）

就労支援

（市内在住者

以外）

代理人生年月日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

金融機関コード

委任した日（委任欄記入日）

　上記の者を代理人と認め、喜多方市看護職就学・就労支援事業給

付金の支給申請及び請求について委任します。

委

任

欄 ㊞

代　　理　　人　　住　　所

申　　請　　者

　喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金の支給を受けたいので、喜多方市喜多方市看護職就学・就労支援事業実施要

綱第６条第１項、第２項、第３項及び第４項の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請（請求）します。

代

理

人

（　フ　リ　ガ　ナ　）

代理人

性別

代　理　人　氏　名

男

女

㊞

給付の別 支給金額の計算のとなる額 支給金額 添付書類

口座番号（右詰めでお書きください。）

喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金申請書兼請求書

喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金申請書兼請求書喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金申請書兼請求書

喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金申請書兼請求書

（　フ　リ　ガ　ナ　）

性別 生 年 月 日 現　　　　　　　住　　　　　　　所

氏　　　　　名

（申請日）　平成　　　　年　　　　月　　　　日

男

女

㊞

記

支店コード 預金種目

①に同じ

②÷２

（千円未満の端数は切捨て）

銀行

金庫

組合

本・支店

本・支所

普通　・ 当座

（　フ　リ　ガ　ナ　）

金融機関名 支店名

口 座 名 義 人



１　給付の別 就学支援　・　就労支援（市内在住者）　・　就労支援（市内在住者以外）　

２　給付金の額 金　　　　　　　　　　　　　　　　　円

様式第２号（第８条関係）

　　　第　　　　　号

平成　　年　　月　　日

喜多方市長

喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金支給決定通知書

　平成　　年　　月　　日付けで申請があった喜多方市看護職就学・就労支援事業給付金につ

いて、喜多方市看護職就学・就労支援事業実施要綱第８条第１項の規定により、次のとおり支

給を決定しましたので通知します。

記

　　　　　　　　様


